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はじめに

わが国は世界的に見ても地震の多い国として

知られている。1980年から2000年にかけてのマ

グニチュード5.5以上の地震発生回数を見ると、

わが国は年平均1.14回の地震を経験しており、

これは国連開発計画の調査対象となっている50

カ国中 4番目に多い数字になっている（UNDP

2004）。さらに、近い将来、首都圏直下地震な

ど大規模な地震災害が発生する可能性が指摘さ

れており、地震発生リスクの経済学的な評価は

喫緊の課題であるといえる。

地震災害の評価としては、特定のケースにつ

いての被害想定を実施するといった取り組みが

しばしばなされている。このような試みは、大

規模な地震災害の発生に伴う直接的、間接的な

被害額の推計という点で非常に有益な情報を提

供する一方、個々の消費者が災害リスクをどの

ように認識し、評価しているかといった視点が

欠けているように思われる。

これに対し、経済学では災害発生リスクなど

の市場で取引されない（ディス）アメニティの

価値を、格差補償モデルの枠組みで議論してい

る。このような格差補償モデルの考え方は次の

ように説明される。いま各消費者がコストなし

で自由に立地選択を行なっている状況を考える

と、長期的な立地均衡では、各地域に居住する

ことが無差別になり、アメニティの格差をちょ

うど埋め合わせるように賃金や地代が市場で調

整されることになる。したがって、アメニティ

の格差は各地域の賃金と地代に帰着することに

なり、結果としてこれらの格差を計測すること

によって、アメニティの価値を間接的に計測可

能であると考える。

このような格差補償モデルに基づく生活の質

（Quality of Life；QoL）を分析した研究として

は、Rosen（1979）, Roback（1982）, Blomquist,

Berger and Hoehn（1988）をはじめとする蓄

積がある。Blomquist（2006）に、これらの研

究の概略が、要領よくまとめられている。また、

わが国において上記のアプローチに基づき

QoL の測定を行なった研究としては、加藤

（1991）、赤井・大竹（1995）等が存在する。

本稿は、標準的な格差補償モデルの枠組みで

地震発生リスクという地域アメニティの評価を

行なったNaoi, Sumita and Seko（2007）の分析

結果を紹介するとともに、主として地震保険市

場との関連から、分析結果の再検討を行なうこ

とを目的とする。

1 格差補償モデルと生活の質

本節では、格差補償モデルの基本的な枠組み

を紹介する。

消費者は、合成財、住宅サービス、地域アメ

ニティから効用を得るとする。簡単化のために、

各消費者は 1単位の労働を地域で供給し、それ

によって得られる賃金 wを合成財および住宅

サービスの購入に充てるものとする。このとき、

消費者の間接効用関数は、

v=v w, p; a ⑴

地震発生リスクと生活の質 27

研究論文



で表される。ここで、pは住宅サービスの価格、

aは地域アメニティを表す。また、aは効用を

高めるような正の消費アメニティと、地震発生

リスクのように効用水準を引き下げる負の消費

アメニティの双方を含むものとする。

一方、企業は不動産と労働を組み合わせて合

成財を生産し、生産技術は収穫一定であるとす

る。このとき、企業の単位費用関数は、

c=c (w, p; a) ⑵

で表わされる。消費者のケースと同様に、aは

単位費用を引き下げる正の生産アメニティと、

単位費用を引き上げる負の生産アメニティを含

む。

立地（空間）均衡においては、消費者と企業

の双方が立地を変える誘引を持たない状況が成

立する。したがって、均衡においては立地場所

にかかわらずすべての家計が共通の効用水準

u*を達成し、単位生産費が単位生産価格に等

しくなる。すなわち、任意の地域において、賃

金と住宅価格は、以下の条件を満たす。

u*=v (w, p; a) ⑶

1=c (w, p; a) ⑷

さらに、⑶式を全微分することで、

f=vv=h ∙ p−w ⑸

を得る。ここで、hは住宅サービスの需要量で

あり、下付きの添え字は当該変数による偏微分

を表す。一般に、fはアメニティの暗黙価格と

呼ばれる。⑸式の vvは、アメニティ水準

が変化したときの、効用水準を一定に保つよう

な賃金の変化を表しており、アメニティ水準の

限界的な評価額とみなすことができる。さらに、

⑸式の右辺は、このようなアメニティの金銭的

評価が、住宅サービス価格および賃金水準の限

界的な変化によって表されることを示している。

実証的には、ヘドニック価格関数の推計によっ

て、地域アメニティと住宅サービス価格、賃金

との関係を観察することで、pおよび wを推

計することになる。
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複数の地域アメニティが存在する場合、ある

地域における QoLは、個々のアメニティの価

値の総和として捉えることができる。便宜上、

第 k番目の地域アメニティを aで表し、⑸式

と対応する暗黙価格を fで表すことにすると、

QoLの指標は次のように定義される。

QoL=∑

fa ⑹

ここで、QoL は、地震発生リスクを含む地

域アメニティの賦存量の和になっており、各ア

メニティは、その暗黙価格で加重されている。

⑹式から明らかなように、QoL は、住宅市場

と労働市場の双方における地域アメニティに対

する総補償を表している。

2 データセットと変数

前節で述べたとおり、地域アメニティの金銭

的評価に当たっては、住宅価格および労働賃金

に関するヘドニック・モデルの推計が必要とな

る。以下の分析では、2004年度から実施されて

いる慶應義塾家計パネル調査（KHPS）を用い

て、ヘドニック・モデルの推計を行なった。

KHPSの概要とデータセットの構築方法等に関

しては、Naoi, Sumita and Seko（2007；2009c）

および直井・隅田・瀬古・森泉（2007）を参照

されたい。

住宅価格および労働賃金のヘドニック・モデ

ルに共通して導入される地域アメニティ変数の

一覧を表 1 に示した。

分析の焦点である地震発生リスクに関する指

標は、「地震ハザードステーション」（独立行政

法人防災科学研究所）において公開されている

「今後30年間での震度 6弱以上の地震発生確率」

を用いた。これは、「活断層型」・「海溝型」等

の多数・多種の地震の発生とそれによる地震動

の強さを確率的に推計することで、各地点にお

ける発生確率を計算したものであり、外生的な

地震発生リスクの指標であるといえる。分析に

当たっては、 3次メッシュ単位で提供されてい

るデータを市区町村単位で集計し、居住市町村

に関する情報をもとに KHPSと接続した。

その他の地域アメニティ変数としては、生

徒・教員比率や病院病床数などの行政・生活基

盤、失業率などの社会経済要因、火災件数など

の地震以外の災害関連変数、および人口集積、

気象条件に関連する15変数を導入している。こ

れらのアメニティ変数についても、原則として

地震発生確率と同様、市区町村単位で KHPS

と接続している。ただし、気象条件などのよう

に市区町村単位で変数が得られないものについ

ては、都道府県単位での接続を行なっている。

また、人口集積に関する変数については、市区

町村・都道府県のそれぞれのレベルにおける影

響を考慮するため、双方の変数を導入して分析

を行なった。

住宅価格のヘドニック・モデルに使用する被

説明変数としては、Blomquist, Berger, and

Hoehn（1988）および Blomquist（2006）の方

法に倣い、借家居住者については実際に支払っ

ている家賃額を、持ち家居住者については居住

している住宅の価格から計算された帰属家賃額

を用いた。持ち家居住者に関しては、所有する

一戸建てもしくはマンションの固定資産税評価

額に対して、共通の資本還元率（ 7％）を用い

て月額単位での帰属家賃を計算した1)。
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家賃関数の推定に当たっては、前述のアメニ

ティ変数のほか、居住する物件の属性として、

居住室数、庭の広さ、建物階数、居住階数（マ

ンション・アパートのみ）、築年数、最寄りの

駅・バス停までの徒歩所要時間を説明変数とし

て導入した。これらに加えて、推定においては

住宅の建て方、所有関係、居住地域・都市規模、

調査年度に関するいくつかのダミー変数もモデ

ルに含めている。

一方、ヘドニック賃金関数に当たっては、

KHPSから得られる給与支払額および労働時間

に関する情報をもとに、時間当たりの賃金率を

計算し、被説明変数として用いた。

KHPSでは、従業地に関して、⑴同一市区町

村で就業、⑵同一市町村以外の同一都道府県内

で就業、⑶他都道府県で就業という区別がなさ

れている。ヘドニック賃金関数の推定に当たっ

ては、従業地におけるアメニティを KHPS に

マッチさせる必要があるため、今回は、同一都

道府県に従業地があるサンプルに限定して分析

を行なった2)。なお、同一都道府県内の他市区

町村で就業しているサンプルに関しては、居住

地の市区町村別アメニティ水準は就業先のアメ

ニティ水準と一致しない。そのため、賃金関数

の推定に当たって、これらのサンプル対しては

アメニティ水準の都道府県単位での平均値を利

用した3)。

賃金関数の推定に当たっては、前述のアメニ

ティ変数のほか、対象者の年齢およびその 2乗

項、配偶関係（有配偶＝ 1 ）、最終学歴（中学

校，高校＜基準＞、専門学校、短大、大学・大

学院）、経営組織（個人事業、非営利法人、営

利企業、官公庁＜基準＞）、雇用形態（正規）、

勤続年数およびその 2乗項、企業規模（ 4人以

下、 5 -29人、30-99人、100-499人、500人以

上）、労働組合への加入等の属性を用いた。こ

れらに加えて、推定では居住地域・都市規模お

よび調査年度に関してもコントロールした。

上記の各変数がすべて観察されるサンプルを

利用した結果、ヘドニック家賃関数の推定に用

いられるサンプルは4399、ヘドニック賃金関数

の推定に用いられるサンプルは6336となった。

3 地震発生リスクと生活の質

3.1 実証モデル

ヘドニック価格関数の推計に当たっては、分

析の被説明変数である家賃および賃金水準と、

地域アメニティ変数との間の非線形的な関係を

考慮し、次のような Box-Cox変換を行なった

モデルを採用した。

y
 =aβ+xγ+ε ⑺

ここで、iは家計を表す添え字であり、yは被

説明変数（家賃もしくは賃金）、aは家計 i が

居住する市区町村（もしくは都道府県）におけ

るアメニティ変数、xはそれ以外の住居・対

象者属性である。また、λ は Box-Cox 変換パ

ラメータであり、

y
 =

y−1
λ

⑻

である。⑻式は、特殊ケースとして λ=1のと

き線形モデルを、λ=0のとき対数線形モデル

を含む定式化になっている4)。

3.2 ヘドニック・モデルの推計結果

⑺式の定式化のもとで、家賃および賃金に関

するヘドニック価格関数の推計を行なった結果

が表 2 に示されている。前述のとおり、家賃関

数の推計に当たっては住居属性を、賃金関数の

推計に当たっては対象者属性をそれぞれ追加的

な説明変数として導入しているが、推計結果を

省略している5)。

推計結果の解釈に移る。まず、地震発生確率

は家賃水準を引き下げ、賃金水準を引き上げる

ことが確認された。格差補償モデルを前提とす

れば、この結果は地震発生リスクが消費者およ

び企業の双方にとっての負の地域アメニティで

あることと矛盾しない6)。地震発生リスクが不

動産価格に負の影響を与えるという事実は、い

くつかの先行研究でも観察されている。Naka-

gawa,Saito and Yamaga（2007; 2009）は、東
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京都の地震ハザードマップの情報を用いて、地

震発生に伴う建物倒壊リスクが家賃および地価

に負の影響を与えることを報告している。また、

Naoi, Seko and Sumita（2009b）は、本研究と

同様のリスク指標を用い、特に周辺地域におけ

る実際の地震発生後には、これが持ち家住宅の

自己評価額および借家の家賃に負の影響を与え

ることを報告している。

この結果に基づいて、地震発生リスクの社会

的費用（暗黙価格×地震発生確率の平均値）を

求めると評価額は約 7万（円／年）となる7)。

その他のアメニティ変数について、病院病床

数、財政力指数、人口密度（都道府県）といっ

た要因は、家賃水準を引き上げ、賃金水準とは

明確な関連を持たない。格差補償モデルを前提

とすれば、こうした要因は消費者にとっての正

のアメニティとして働く一方、企業にとっては

生産コストの引き上げ要因となっていることが

示唆される。また、人口集積に関する要因とし

ては、市区町村レベルでの人口密度も、同様に

家計の消費アメニティとして働いていることが

示される。

一方で、年間平均気温、気温年較差、教員 1

人当たり生徒数、都市公園数といった要因は、

消費のディスアメニティとして働いていること

が示唆された。さらに、家賃および賃金に与え

る影響の符号から、このうち、前二者は生産ア

メニティとして、後二者はディスアメニティで

あることが示唆される。これらの結果は、おお

むね直観と整合的なものであるが、一部につい

ては解釈に注意が必要である。たとえば、都市

公園数は消費・生産の双方に関するディスアメ

ニティであるとの結果であるが、公園整備の財

源の一部が地方の一般財源によって賄われてい

る状況下では、都市公園の整備状況は、部分的

には租税負担を代理する変数として機能してい

る可能性がある8)。

3.3 QoLと地震発生リスクの社会的費用

前節の推計結果に基づいた QoLと地震発生

リスクの社会的費用の推計結果を図 1 に示す。

これらの結果は、推計に必要なアメニティ変数

が利用可能な全国2136市区町村における市区町

村別の推計値を、都道府県別の平均として集計

し、QoL の推計値にしたがって順位づけたも

のである9)。

結果として、全体の順位としては東京都が約

130（万円／年）となり47都道府県の中で最上

位となった。また、全体の傾向としては、相対

的に人口規模の大きい大阪府や神奈川県などが

上位に入る結果となっている。これは、人口集

積を示す要因である人口密度（都道府県・市区

町村）が、いずれも正の消費アメニティとして

働き、QoL 推計値の水準を押し上げた結果で
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表�―推計結果

注）**、*、+はそれぞれ推計された係数が 1％、 5％、10％水準で

有意であることを示す。係数に関する仮説検定はすべて尤度比検

定に基づく。λは Box-Cox変換のパラメータの推計値。居住地域、

市群規模、調査年度、住居・個人属性に関する推計結果は省略。

アメニティ変数以外の説明変数は以下の通り。【家賃関数】：居住

室数、庭の広さ、建物階数、居住階数（マンション・アパート）、

築年数、最寄りの駅・バス停までの徒歩所要時間、住居の建て方

（一戸建て、テラスハウス、マンション、アパート、その他）、住

宅の所有関係（持ち家、賃貸）。【賃金関数】：年齢、年齢の 2乗、

配偶関係（有配偶＝ 1 ）、最終学歴（中学校、高校（基準）、専門

学校、短大、大学・大学院）、経営組織（個人、非営利、営利、

公務）、雇用形態（正規）、勤続年数、勤続年数の 2乗、企業規模

（ 4 人以下、5-29人、30-99人、100-499人、500人以上）、労働組

合への加入。



あると考えられる。

しかしながら、このような傾向の中にあって、

愛知県や静岡県などの都道府県の QoL推計値

は比較的下位にとどまっている。この結果は、

両県における人口集積のプラスの影響を、地震

発生リスクによるマイナスの影響が相殺した結

果であると考えられる。こうした結果は、わが

国における地域別 QoLの水準の規定要因とし

て、地震発生リスクが相対的に大きな比重を占

めていることを裏付けるものであろう。

図 1 の結果からは、地震発生リスクの社会的

費用に、非常に大きな地域差があることが見て

取れる。以下では、主として地震保険市場との

関連に焦点を当てて、推計された社会的費用の

地域差について論じる。

そもそも、地震災害のリスクが保険市場にお

いて内部化されている（地震によって生じた被

害が保険によって完全に補償される）状況下で

は、発生リスクの違いは保険料率に帰着し、地

域における家賃や賃金水準には何らの影響も及

ぼさないはずである。すなわち、このような状

況では、地震発生リスクの社会的費用には地域

差が存在しないことになる。したがって、図 1

で示された結果は、地震保険市場における何ら

かの不備を示唆することになる。

周知の通り、わが国の地震保険に対しては、

発生時の被害認定の基準や、料率設定の基準と

なるリスク評価の妥当性など、さまざまな問題

が指摘されている。以下では、このなかでも特

に後者の地震リスクの評価と料率設定の問題に

焦点を当てて、分析結果の再検討を行なう。図

2 は、地震保険料率の各等地区分ごとに、都道

府県別の社会的費用（対数値）と地震保険加入

世帯割合をプロットしたものである10)。図 2

から明らかになる点として、第 1 に、同一等地

区分に分類される都道府県の中でも、地震発生

リスクの社会的費用には大きな格差が存在し、

地震保険市場においてリスクに応じた価格付け

がなされていない現状が見て取れる。第 2 に、

一律の保険料率が設定されている同一等地区分

内であっても、地震発生リスクの社会的費用と

保険加入世帯割合の間には明確な正の相関がみ

られる11)。リスクの異なる地域に対して同一

の保険料率が適用されている状況下では、実質

的にはリスクの低い地域からリスクの高い地域

への地域間補助（cross-subsidization）が存在

することになり、結果として地震リスクの低い

地域の消費者は地震保険に加入する誘因がなく
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図�―都道府県別QoL 推計値と地震発生リスクの社会的費用

注）都道府県別QoL の推計値は、アメニティ変数が利用可能な市区町村別QoL（全国2,136市区町村）の平均値。



なり、リスクの高い消費者だけ

が地震保険を購入することにな

ると考えられる。これによって、

非加入者が直面する家賃および

賃金水準に対して地震発生リス

クの社会的費用が帰着すること

になる。したがって、政策的に

は地震発生リスクの再評価とこ

れに応じた保険料率の設定が、

望ましい選択肢となりうる。

おわりに

本稿では、標準的な格差補償

モデルの枠組みで地震発生リスクという地域ア

メニティの評価を行ったNaoi, Sumita and Seko

（2007）の分析結果を紹介するとともに、主と

して地震保険市場との関連から、分析結果の再

検討を行なった。

家賃および賃金水準に関するヘドニック・モ

デルの推計の結果、地震発生リスクは家計にと

っての負の周辺環境（ディスアメニティ）とし

て認識されていることが明らかになった。さら

に、都道府県別の QoL推計値との比較からは、

QoL の水準の規定要因として、地震発生リス

クが相対的に大きな比重を占めていることが確

認された。

加えて、推計された地震リスクの社会的費用

と地震保険加入割合の関係をみると、同一の保

険料率が設定されている都道府県内であっても、

両者の間には明確な正の相関が観察されること

が明らかになった。これは、地震保険料率に関

して実質的な地域間補助が存在していることを

示唆する。リスクの異なる地域に対して同一の

保険料率が適用されている状況では、相対的に

低リスクの地域における保険料率は実質的に割

高になり、こうした地域の消費者は地震保険に

加入する誘因が小さくなる。結果として、高リ

スクの消費者のみが選択的に保険市場に残るこ

とになり、全体の費用を押し上げている可能性

がある。このような問題に対処するための政策

的なオプションとして、より細分化されたリス

ク評価と、これを反映した保険料率の設定が期

待される。
＊本稿は、住宅経済研究会で報告した論文を加筆修正

したものである。参加者の方々からの有益なコメン

トに感謝する。また、分析に用いた「慶應義塾家計

パネル調査」は、慶應義塾大学大学院経済学研究科

／商学研究科・京都大学経済研究所連携グローバル

COEプログラムより提供を受けている。

注

1 ）ここでは、久恒･福井（2006）による推定結果を参

考に、資本還元率を 7％とした。実際には一戸建て

とマンションでは異なる資本還元率が成立している

可能性があるものの、ここでの資本還元率の設定は、

最終的な推定結果にはそれほど大きい影響を与えな

いことを確認している。

2）これは、前述の⑴および⑵に該当するサンプルの

みを利用していることに相当する。ただし、データ

を見るかぎり、都道府県をまたいで通勤を行なって

いるサンプルは全体の10％弱に過ぎない。

3）この操作が分析結果に与える影響を検討するため

に、同一市区町村内で就業しているサンプルに限定

した推計も行なったが、推計結果が大きく変わるこ

とはなかった。

4）推計結果に基づく尤度比検定からは、λ=0および

λ=1のいずれの制約付きモデルについても、棄却さ

れることを確認している。

5）これらの変数に関する詳細な推計結果に関しては

Naoi, Sumita and Seko（2007）を参照されたい。また、

係数の仮説検定に関して、Box-Cox変換されたモデ

ルにおける標準誤差は、変数の測定単位に依存する

ため、ここでは標準的な t検定に代えて、個別変数に

ついての尤度比検定の結果を報告している（Spitzer

1984）。
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6 ）比較静学の詳細は、Naoi, Sumita and Seko（2007）

を参照。

7）これは、⑸式で定義される暗黙価格について、家

賃については12（カ月）、賃金については年間の平均

総労働時間を乗じることで年単位に換算し、これを

地震発生確率のサンプル平均値と掛け合わせること

で求められた評価額である。

8）格差補償モデルの枠組みで行政サービスの価値を

計測する場合の問題点については Gyourko and Tra-

cy（1991）等を参照。

9）地震発生リスクは消費のディスアメニティである

ため、推計値は負の値を取るが、比較のための便宜

上、図 1 ではその絶対値を表記している。

10）原則として、わが国の地震保険料率は都道府県別

に設定がなされており、最も料率の低い 1等地から

最も料率の高い 4等地までの 4区分が設定されてい

る。なお、2007年10月に料率改訂が実施されている

が、図 2 では分析のサンプル期間とあわせて、旧料

率体系にしたがって結果を報告している。

11）わが国の地震保険市場における保険料率設定と家

計の保険加入の関係を分析した研究としては、たと

えばNaoi,Seko and Sumita（2009a）を参照。
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